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〔パブリックコメント〕：企画政策課 宛 

＜前期基本計画(案)＞に関するパブリックコメント 

平成２６年 1 月１4 日 

                

           

１．「Ⅰ．財政計画（P3）」について 

私は、予算の裏付けを伴う「実施計画」が「基本計画」に基づいて策定されることを考えると、財政計

画は「基本計画」策定の重要な前提条件の一つであると考えています。そして、行政も、財政計画を

「基本計画の事業展開における基礎」と位置付けており、これは私の考えと同一の視点を有してい

るものと思います。 

しかし、ここに示されている財政計画は経常的経費だけであり、既に多額の事業費を必要とする事

業として、「公共施設再生計画（第１期約 240 億円）」、「溶融炉の劣化対策（60 億円）」や「文化ホー

ル改修（15 億円）」、などが明らかになっていることを考えれば、「普通建設事業費」を除く財政計画

ではほとんど意味がなく、「基本計画の基礎」の役割を果たしていないことは明白です。 

また、この様な不完全な財政計画をベースにして策定された「基本計画」が、その実効性を本当に

担保できるのか甚だ疑問です。 

行政は、本年度末までに、それらの事業費などを精査するとしていますが、このような不完全な財

政計画をベースにした「基本計画」を提示して、市民にどの様な精査と評価を期待しているのか理解

できません。 

そこで、以下に質問と意見を記述しますので、上述の私の考えよく理解した上で回答をしてくださ

い。 

（１） 財政計画を「基本計画の事業展開における基礎」と位置付けていますが、提示された経常的

経費だけの財政計画では、私は、「基本計画の基礎」の役割を果たしているとは思えません。行

政は、この財政計画がその役割を果たしていると考えているのですか。また、何故、このような不

完全な財政計画をベースに「基本計画」の策定を行ったのですか。 

（２）経常的経費の範囲の財政計画しか提示できず、普通建設事業費を含めた財政計画が提示で

きないのは、行政の責務を果たしているとは言えません。何故、普通建設事業費を含めた財政予

測ができないのですか。そして、どうすればできるのですか。 

（３）「Ⅲ-１ 将来都市像を実現するための 3 つの目標（P6）」に網羅的に記述されている内容は、財

政計画の裏付けがあって始めて「実施計画」として実効性が担保されます。この様な不完全な財

政計画で、「実施計画」の実効性をどの様に担保するつもりですか。 

（４）普通建設事業費を含めた財政予測に基づく財政計画を作成し、それを前提とした「基本計画」を

提示して、市民に意見を問い直すことが、「住民主体のまちづくり」を目指す行政の務めです。そ

のためには、「前期基本計画」の策定時期を遅らせることも考え、再提示すべきです。。 
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２．「Ⅲ-１ 将来都市像を実現するための 3 つの目標（P6）」について 

各章ごとにきめ細かな計画（節-項-号）が立案されていますが、全て定性的な表現です。これでは、

市民には、各「号」の課題が本計画の取組み内容によってどの様に改善され、行政サービスがどの

様に向上するのか全く分からず、取り組み内容の評価ができません。 

（１）行政は、「具体的な成果指標などは『実施計画』で示す」としていますが、「前期基本計画」の 6

年間の目標値や成果について、少なくともその方向性をこの「基本計画」で示すべきです。 

（２）各「節-項-号」の主な事業の実施予定と事業費は本基本計画に記載し、「実施計画」の施策の

方向性を明確にすべきです。 

（３）各「節-項-号」の主な事業の実施予定と事業費に関しては、武蔵野市の「長期計画」が参考に

なります。本市の「前期基本計画」と武蔵野市の「長期計画」を比較して、行政は、どの様な評価

をしますか。 

 

３．「重点プロジェクト２ 財政健全化（P100）」について 

（１）「重点プロジェクト２ 財政健全化」と「Ⅲ-２ 自立的都市経営の推進（P93）」の内容は、「第一次

経営改革大綱」の策定と実施であり、同じことを言っているのではありませんか。なぜ、別項目を

設ける必要があるのか、行政の意図を説明して下さい。 

（２）財政健全化の重要な手段として「行財政改革」があり、行政は、平成 8（1996）年度以来積極的

に取り組んできているとしています。その取り組みの中で、従来、行財政や経営改革に関する計

画の策定と推進状況を審議する機関の一つとして「行政改革懇話会（後に、経営改革懇話会）」と

いう市民を委員とする第三者機関がありましたが、現在はありません。 

何故、従来設置していたような第三者機関などを設けて、広く市民からの意見を聞こうとしないの

ですか。また、その様な機関の設置の考えは持っていないのですか。 

 

４．「公共施設再生計画」の計画期間について 

「公共施設再生計画」の計画期間が「平成 26 年度～平成 37 年度」となっている（P68,P98）が、現在、

資産管理室が策定している「公共施設再生計画」の計画期間は「平成 26 年度～平成 50 年度」です。

「平成 26 年度～平成 37 年度」では、「公共施設再生計画」の「第 1 期と第 2 期」であり、「第 3 期（H38

～50 年度）」がないことになります。資産管理室が示している計画期間に合わせるか、「公共施設再

生計画」は「第 3 期」もあることを明記すべきです。 

以上 


